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参考２の参考

平成 26 年商業統計調査（経済センサス‐基礎調査との同時実施）の変更 

（平成 25年 6月答申）に係るサービス統計・企業統計部会における委員・ 

専門委員の御意見（抜粋） 

１ 第 34回サービス統計・企業統計部会（平成 25年５月 22日） 

○中村委員 ３つほどポイントがあるのですけれども、まず、第１点につきましては、

商品手持額の把握を現在の年末から年末・年初の２時点にするということは、これは非

常に重要なことで、評価したいと思います。現行のように１時点の残高が分かるだけで

どうしてマージンの計算にまで至るのかという点、そのためにはかなりの仮定を置くこ

とが必要になると思いますので、２時点で把握して、その変化を見るということ、これ

は非常に重要であると思います。 

 それから、２点目は、事業所別の商品手持額、それから商品仕入額についてでありま

すけれども、これは、現行の表章を見ますと、業種別に商品手持額と仕入額が集計され

ているわけですが、実際には企業ベースに近いものになっている。そうすると、商品手

持額、仕入額、これは業種ごとにかなり多種類の商品を含んでしまっているものなのか、

あるいは企業別のデータ中心になったが、事業所ベースになるべく転換をしているとい

う性格のものなのか、どちらなのか教えていただきたいと思います。それと、今回の改

定される調査票については、法人の事業所については、仕入額について、仕入れ先別の

割合を聞いているが、仕入額合計の方が記入しやすいのではないかという気も致します。 

 それと、３番目は、商品別の手持額についてでありますけれども、これも把握困難と

いうことでありますが、この手持額は、価格ですけれども、これは、仕入れ原価が原則

であり、加工統計側で在庫変動やマージン額の計算ということにつなげていくためには、

仕入れ原価ベースを期末価格ベースに直すことが厳密には必要になります。そうします

と、このデータの中に複数の商品がまじっているということになると、これは格段に問

題が複雑になってしまうということがありますので、無理だとしても商品別の手持額と

いうものが欲しい訳なので、例えば最も販売額の大きいものについて、あるいは代表的

な取扱品目について、この手持額と仕入額を書いてもらうというようなことも考えられ

るのではないかという気が致します。 

○野辺地専門委員 企業が複数の事業所を持っている場合、それぞれの事業所が会計単位

を持っているのか持っていないのかによって、実は答えるときの答える可能性、答えら

れるか答えられないか、あるいはどこまで答えられるかというのが影響してくるという

のが、まず第１点。それから、仮に独立会計ラインを持っていたとして、売上高とか仕

入れ高、在庫高について、商品の種類別、分野別にどこまで把握してデータを持ってい

るのかどうか、これは企業によってかなり異なってくる。この２点があるので、数字さ

え持っていれば簡単に答えられると思う。あともう一つ、個々の事業所になってくると、
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実際に外から仕入れた価格ではなくて、一旦、本社あるいは配送センターに入って、内

部のつけかえ価格で動いているケースも結構あるので、純粋に外からの仕入額等で粗利

を出すというのは、それぞれの事業所がデータを持っていないというケースもあるので、

いろいろなケースを考えて、答えてもらえるところに対しては答えてもらった方が、そ

れはデータとして有効なのでいいと思うので、答えられる場合には答えてください、た

だ、独立会計単位を持っていないと、経理数字は全部本社に聞かないと分からない、そ

れも会社全体で一本だという話になってしまうと、もう答えようがないみたいな話にも

なってしまうので、質問の仕方をうまく工夫して、答えられるところは答えてもらうよ

うな進め方がよろしいのではないかと思います。 

○廣松部会長 今の野辺地委員の御指摘に関しては、今回は、法人に関しては本社を対象

に行うことになっており、事業所別ではなくて、本社で把握している手持額等を把握す

るということになろうかと思います。もし、先ほどの御指摘のように、複数の事業所が

あって、それぞれの事業所が独立の会計体系を持っているときに、それらを本社の方に

聞いていただくかどうかですね。その場合、どちらかというと調査票の表わし方という

よりも、記入の手引等で記入可能であればそういう形で記入していただくということに

なろうかと思います。 

○経済産業省 すみません。整理して、次回お答えさせていただきます。 

 

２ 第 35回サービス統計・企業統計部会（平成 25年５月 29日） 

○経済産業省 商品手持額の把握につきまして、中村委員から御質問いただいておりまし

た。まず、「①商品手持額が事業所ベースから企業ベースになることについて、以下のど

ちらによるものか」という御質問がございます。この場合、事業所ベースですと分類が

４桁なのですけれども、企業ベースになりますと３桁分類になるということも併せての

御質問だと考えております。 

前回の平成 19年商業統計調査までは、事業所単位の調査事項と致しまして、期末のみ

の商品手持額を調査しておりました。産業連関表及び国民経済計算等の二次加工統計の

推計精度の向上から、より正確な商業マージンの推計のために流通在庫増減の把握を求

められておりました。 

 一方で、商業事業所の実態と致しまして、以前は同一の商業事業所内で倉庫等を有し

ておりましたので、事業所内で商品手持額を管理する形態が一般的でしたが、現在は、

複数の商業事業所を有する企業の場合では商品手持額が事業所ではなく、企業として管

理していることが一般化しており、従来の事業所単位での商品手持額を把握することは

困難となってきております。 

 このような実態に基づき、記入者負担に十分に配慮しながら、二次加工統計の推計精

度の向上を実現するということで調査事項を検討した結果として、企業単位で年初と年

末の商品手持額を把握するとしたものです。 
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 なお、集計表におきまして、産業分類の格付が、先ほど申しましたように、細分類の

４桁から小分類の３桁となりますのは、調査事項が事業所単位ではなくて企業単位とな

ったことで、企業の集計表で表章するということになったものでございます。企業の産

業分類は細分類のレベルで格付することが困難でございまして、結果として小分類での

集計となっているものでございます。 

 ページをめくっていただきまして、４ページ目の「②法人事業所には仕入額の仕入先

別割合を聞いているが、仕入総額の方が答えやすいのではないか」ということでござい

ます。 

 これにつきましては、「調査票Ｃ」の事業所単位の方の裏面に「年間商品仕入額の仕入

先別割合」というのがあり、事業所ベースは金額ではなく仕入先別の割合で聞いており

ます。 

法人事業所に対しまして、年間商品仕入額の仕入先別割合を聞いておりますのは、年

間商品仕入額の仕入先別割合とその下に年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割

合というのを聞いておりまして、両方とも割合をとってございます。それをクロスさせ

ることで、事業所ごとに流通経路、それから流通段階のどこに該当するのかの格付を行

いまして、商業事業所におきます流通経路、流通段階別の商取引の実態を明らかにする

ことを目的としているためでございまして、仕入総額ではなくて仕入先別の割合を調査

することが必要になっております。また、企業の方では仕入先別の総額の方を聞いてお

りますので、企業に加えて事業所ごとに仕入総額を記入させることは記入者負担が増加

するということもございますので、調査事項とするのは適当ではないと考えております。 

 「③商品手持額は仕入原価による評価を原則としているが、在庫変動、マージン額の

推計のためには、加工統計側でこれを年末価格評価に変換する必要がある。この評価の

変換は、複数の商品が混じると格段に難しくなるので、商品別の手持額、仕入額を把握

することが望ましい。商品別に詳細な情報を得ることは無理として、売上高最大の、あ

るいは代表的な商品１種に限って手持額と仕入額を回答してもらうことができれば、そ

の方が良いかもしれない」という御質問でございます。 

 先ほどの「調査票Ｃ」の企業調査票の方で、右下の年初及び年末商品手持額と年間商

品仕入額を企業に対しては金額で聞いているところです。商品別の在庫が把握できれば、

御指摘のとおり、評価の変換作業の効率化が図られるということになると思いますが、

今般、期末のみの商品手持額を年初と年末の２時点で記入させることとする調査事項の

見直しを行うこととしており、これは記入箇所の増加ということになります。これに加

えて、商品別に年初商品手持額と年末商品手持額を記入させるということは、やはり記

入者に著しい負担を強いることになりまして、結果として未記入の増加につながるとい

うことが懸念されますので、望ましくないと考えております。 

また、企業の仕入総額ではなくて代表的な商品１種についてのみ仕入額と手持額を調

査すると致しますと、これは企業の活動の極めて限られた部分的な数値になりますので、
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商業活動の構造を明らかにすることを目的としております商業統計調査の結果とは異な

ってくるのではないかと考えております。 

○中村委員 大変丁寧な御説明、ありがとうございました。 

  ①及び②については、そういう事情だと言えると思います。 

 ③につきましては、流通在庫の問題は SNA と一次統計との関係ということで、現行の

基本計画でも盛り込まれている課題でありますので、しつこくお尋ねしたわけでありま

す。 

手持額は仕入原価による評価だということでありますので、マージンと在庫変動を正

確につかむためには期末価格評価に変更する必要があるというわけですが、よく知られ

ていますように、在庫残高に関する価格指数と在庫のフローに関する価格指数、これは

品目の構成が違いますので全く異なるということがあります。いずれにしろ、これは悉

皆調査ではない、法人だけに聞くわけですから、推計のための情報を得るということで

あります。 

そうだとすると、総額についての情報と、あるいはもっと金額的には限られるけれど

も、代表的な商品１種に関する正確な情報をとるということと、どちらがいいのか。こ

れは産業連関表あるいは SNA の推計当局がどうお考えになるか、私は存じておりません

けれども、個別の商品についての情報が得られればそちらの方が有用ではないかと思わ

れます。 

○菅専門委員 これまで商業統計は仕入れを聞いていたわけですけれども、活動調査で事

実上違うやり方をとるようになった。経済センサス－活動調査のやり方と商業統計のや

り方はどちらがいいのかということを検討したときに、やはり経済センサスでやってい

るような、商品手持額を調べる方がマージンの推計には適切であろう。経済センサス－

活動調査と商業統計でマージンの推計値のやり方が全く違うのは困るであろうというこ

とで、より正確であるという意味で経済センサス－活動調査の方に合わせる形でとり方

を変えたという事情があります。その意味では、２つの統計、つまり活動調査と商業統

計の間で整合性がとれるということと、マージンの推計自体の精度が上がるということ

はよかったのではないかと思います。 

 中村委員がおっしゃるとおり、商品別は本当は欲しいところなのですが、統計で要求

される商品の分類と事業所が持っている商品の分類が必ずしも一致しないので、その組

換え作業が全自動でできればいいのだけれども、今のところそれができる状態にはない

ということがあって、そこのところが今、技術的に難しいのではないかと思います。恐

らく過去にもそういうことに関してはいろいろと研究されているのですけれども、難点

は、統計の分類と社会一般の流通業者が使っている分類というのがなかなか合わない。

したがって、組換えをどうするという問題があります、よくあるのは、プラスチック製

のバケツと金属製のバケツ、それは分けてほしいのだけれども、当然バケツはバケツで

あるというような感じになっていて、なかなか難しいというのがあります。技術的には
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難しいのだけれども、やはり今後研究していくことは必要ではないかと思います。 

○廣松部会長 先ほどの中村委員のコメントに戻りまして、商品別をどう処理するかとい

うことですが、現在の計画では新たに商品別のものを入れるのは大変難しい状況だと判

断せざるを得ないということですが、そのことと、年末での価格評価の問題とはどうで

しょうか。年末価格評価に変換する必要があるため、それさえ取れれば必ずしも細かく

商品別にとる必要はないという御判断ですか。 

○中村委員 やはりマージンというのは商品別に異なるものでしょうから、マージンを正

確に計算するためには商品別が必要ではないですかね。ただ、それが一次統計から得ら

れるのか、あるいは二次統計側で推計するのかという問題になるわけですが、二次統計

側の事情から言えば、金額的には限られていても商品別にきっちりと仕入額とマージン

との関係がつかめる方がいいのではないかと私は想像するものでありまして、ですから

この点について一体どちらが望ましいのか。つまり、総額として手持額、仕入高を把握

するのが望ましいのか、あるいは金額的に限られても商品別にそういう情報があった方

が望ましいのかということを、SNA、I-O の推計当局と、これからの課題としてよろしい

のですけれども、もう一回御検討いただきたいということです。 

○菅専門委員 つまり、要するに両方とも欲しいと言った方が正しい。やはり商品が欲し

いのだけれども、組換えがどうしても、要するに業者が持っている分類と統計で要求さ

れる分類の組換え作業を全自動でできれば何の問題もないということだろうと思います。

そこが今のところ調べた限りではかなりの負担になってしまう。したがって、正確には

できないというところがやはり難しいところで、そこに関しては技術的になかなか難し

い。要するに、流通業者は流通業者の販売目的で分類を設定している。統計は統計から

の理論的な要請に基づいて分類を設定する。組換えをやろうとすると、それだけで追加

的なコストが掛かる。コンバータも必要になってくる。それをどうするかということに

関して、欲しいことは欲しいけれども、ない。では、一部の商品だったらいいかという

とここがまた難しくなってきて、ここにも書いてありますが、代表的な１商品というの

が何をもって代表的というかという問題が次に出てきてしまうわけです。 

 今、例えば産業連関表では作成時において特別調査を実施してこの情報を補っている。 

問題は、国民経済計算等の毎年作らなくてはいけないような二次統計に関してそういう

ことができるかというところがどうしようかというところだと思います。やはり技術的に

難しいというのは、記録の様式に依存してしまう、制度と言ったらいいでしょうか、商慣

行というか、そういったものに依存してしまうところが非常につらいところではないかと

思います。 

○北村委員 菅さんに聞きたいのですけれども、もし商慣行に依存していて商品分類が販

売している企業側によって違うといったら、企業側には商品分類を記入してもらって、

それを役所でコンバートするとか、そういうことをすればできるということですか。 

○菅専門委員 同じことを考えたことがあるのですが、問題は、例えばコードで入ってい
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るのです。そうすると、その商品が一体何かというのを調べるだけで膨大なコストが掛

かってしまう。かつて実はやはりそういうケースがあったようです。向こうが持ってい

るデータ様式で来て、ものすごく緻密な情報が来た。問題は、全部コードで、要するに

商品名で入っているわけではありませんで、コードで入っていて、しかもそれが一体何

なのかが専門家でないと分からない。とても手に負えるものではないということです。 

○北村委員 でも、そのコードを読む情報はあるわけですね、プログラムなり何なりは。 

○菅専門委員 コードを読む情報はあります。 

○北村委員 そうですね。それを使って分類すればいいじゃないですか。 

○菅専門委員 ただ、コンバータを作ることができない。 

○北村委員 流通段階である程度共通のコードを使われているとすれば、コンバータ自体

は一回できればかなり汎用性がある。 

○菅専門委員 そこはいろいろと JAN コードとかあるわけですが、そっちはがんがん変わ

っていくということですね。その問題がまず大きい。もう一つは、必ずしも一対一対応

ではない。要するに、向こうが粗いということもあるし、統計の方が粗いということも

ある。複数対複数対応になったらという、そこのところが技術的にこれなら大丈夫だと

いうところまで詰められているわけではないということです。先生のおっしゃるとおり、

そこに関する技術的に何とかできる余地はあるけれども、すぐできる状態にはなってい

ないということです。 

○廣松部会長 今、御議論ございましたとおり、特に商品別の把握は大変技術的に難しい

ということもあって、先ほど申しましたが、今回の計画、すなわち平成 26年の調査でそ

れを実現するというのは不可能な状況にあると思います。 

 中村委員の御指摘のとおり、二次加工統計側の意向とも関係するかと思いますが、理

想的には確かに商品別にむしろ仕入額の情報が一次側で取れれば、それはそれで大変望

ましいことだと思います。その点は現時点で菅専門委員が言われた統計技術的な問題も

含めて、もう少し中長期的な課題として調査実施者の方に御検討いただくということに

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○総務省 １点だけ、産業連関表の特別調査の話が先ほど出てまいりましたが、経済産業

省の方で商品別のマージンについては産業連関表側で一般統計調査として実施している

状況にあります。このため、全くデータがないわけでは恐らくないだろうというところ

でございます。一応そういったものがあるということで、全くないわけではないという

ことだけコメントさせていただきます。 

 

（以 上） 
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